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議事日程第１号（令和２年第１回海老名市議会定例会第１日） 

令和２年２月２６日（水）午前９時３０分開議 

日程第１         常任委員会委員の選任について 

日程第２  議案第６８号 えびな未来創造プラン２０２０の策定について 

（以上１件総務常任委員会報告） 

日程第３  議案第３号  海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について 

日程第４  議案第４号  海老名市長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部改

正について 

日程第５  議案第５号  海老名市職員の定数条例の一部改正について 

日程第６  議案第６号  海老名市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部改正について 

日程第７  議案第７号  海老名市行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関

する条例の一部改正について 

日程第８  議案第８号  海老名市印鑑条例の一部改正について 

日程第９  議案第９号  海老名市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正に

ついて 

日程第１０ 議案第１０号 海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正につい

て 

日程第１１ 議案第１１号 海老名市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全

で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部改正につい

て 

日程第１２ 議案第１２号 海老名市市営住宅条例の一部改正について 



日程第１３ 議案第１３号 海老名市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部改

正について 

日程第１４ 議案第１４号 海老名市副市長の選任につき同意を求めることについて 

日程第１５ 議案第１５号 海老名市監査委員の選任につき同意を求めることについ

て 

日程第１６ 議案第１６号 令和元年度海老名市一般会計補正予算（第７号） 

日程第１７ 議案第１７号 令和元年度海老名市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号） 

日程第１８ 議案第１８号 令和元年度海老名市介護保険事業特別会計補正予算（第

３号） 

日程第１９ 議案第１９号 令和２年度海老名市一般会計予算 

日程第２０ 議案第２０号 令和２年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第２１ 議案第２１号 令和２年度海老名市介護保険事業特別会計予算 

日程第２２ 議案第２２号 令和２年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第２３ 議案第２３号 令和２年度海老名市公共下水道事業会計予算 





令和２年１月３０日  

 海老名市議会議長 

 福 地  茂  殿 

総務常任委員会      

委員長 宇田川  希   

委 員 会 審 査 報 告 書 

 議案第６８号 えびな未来創造プラン２０２０の策定について 

 本委員会は、令和元年１２月４日（令和元年第４回定例会）に付託された上記議案

を審査した結果、原案可決することに決定したので、会議規則第１０２条の規定によ

り報告します。 

1





議案第３号 

   海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について 

 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を別紙のとおり定める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 識見を有する者の中から選任される監査委員の報酬額の見直しを行いたいため 
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   海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例 

 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年条例

第４０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１監査委員（識見を有する者の中から選任）の項中「９０，０００」を「１

２０，０００」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第４号 

   海老名市長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部改正について 

 海老名市長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り定める。 

  令和元年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 市長、保健福祉部を所管する副市長及び教育長の給料月額を減額するため 
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   海老名市長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 海老名市長等常勤の特別職の給与に関する条例（昭和３１年条例第４１号）の一部

を次のように改正する。 

 附則に次の６項を加える。 

 （令和２年３月１日から同年５月３１日までの間に支給する市長の給料月額の特例 

 ） 

30 令和２年３月１日から同年５月３１日までの間に支給する市長の給料月額につい

ては、第２条第１号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から当該給料月

額に１００分の１０を乗じて得た額を減じた額とする。 

31 前項に規定する期間に市長に支給する第３条の地域手当及び第６条の期末手当の

算出の基礎となる給料月額については、第２条第１号に規定する給料月額とする。 

 （令和２年３月１日から同月３１日までの間に支給する副市長の給料月額の特例） 

32 令和２年３月１日から同月３１日までの間に支給する副市長（保健福祉部を所管

する副市長に限る。次項において同じ。）の給料月額については、第２条第２号の

規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から当該給料月額に１００分の１０を

乗じて得た額を減じた額とする。 

33 前項に規定する期間に副市長に支給する第３条の地域手当の算出の基礎となる給

料月額については、第２条第２号に規定する給料月額とする。 

 （令和２年３月１日から同月３１日までの間に支給する教育長の給料月額の特例） 

34 令和２年３月１日から同月３１日までの間に支給する教育長の給料月額について

は、第２条第３号の規定にかかわらず、同号に規定する給料月額から当該給料月額

に１００分の１０を乗じて得た額を減じた額とする。 

35 前項に規定する期間に教育長に支給する第３条の地域手当の算出の基礎となる給

料月額については、第２条第３号に規定する給料月額とする。 
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   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５号 

海老名市職員の定数条例の一部改正について 

海老名市職員の定数条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 人口の増加、社会情勢の急激な変化等への対応、消防力の強化等並びに休職及び休

業に対応した体制を構築したいため 
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   海老名市職員の定数条例の一部を改正する条例 

 海老名市職員の定数条例（昭和３２年条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「配偶者同行休業をしている者」の次に「、同法第２８条第２項の

規定により休職をしている者」を加える。 

 別表中「５６２」を「５８７」に、「１７７」を「１９１」に、「８２１」を「８

６０」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第６号 

   海老名市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部改正について 

 海老名市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 フルタイム会計年度任用職員の公務災害補償等に係る補償基礎額について定めたい

ため 
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   海老名市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

の一部を改正する条例 

 海老名市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２

年条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 第５条に次の１号を加える。 

 (５) 給料を支給される職員 法第２条第４項に規定する平均給与額の例により実

施機関が市長と協議して定める額 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第５条第５号の規定は、この条例の施行の日以後に発生 

した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。 
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議案第７号 

   海老名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

 海老名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 私立幼稚園就園援助費補助金の支払に関する事務等の廃止に伴い、所要の改正を行

いたいため 
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海老名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に 

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

海老名市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年条例第５１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条第１項中「別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表右欄に掲げる事務及び別

表第２」を「別表」に改め、同条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。 

 別表第１を削る。 

 別表第２の５の項を削り、同表の６の項を同表の５の項とし、同表を別表とする。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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議案第８号 

   海老名市印鑑条例の一部改正について 

 海老名市印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置について適正化を図りたいため 
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   海老名市印鑑条例の一部を改正する条例 

 海老名市印鑑条例（昭和５１年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第２号を次のように改める。 

 (２) 意思能力を有しない者（前号に掲げる者を除く。） 

第５条第２項、第６条第５号及び第１１条第１項第４号中「記載」を「記録」に改

める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第９号 

   海老名市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 

 海老名市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定

める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 災害援護資金の償還に係る支払猶予、免除等の運用を改めたいため 
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   海老名市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 海老名市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年条例第３１号）の一部を次

のように改正する。 

 第１５条第３項を次のように改める。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第１

３条、第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条、第９条及び第１２条の規定に

よるものとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第１５条第３項の規定は、令和元年８

月１日から適用する。 
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議案第１０号 

海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について 

 海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 国民健康保険税率の見直し、法令との重複規定の見直し等を行いたいため 
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   海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

海老名市国民健康保険税賦課徴収条例（昭和３１年条例第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「充てるため」の次に「、法の定めによるもののほか」を加える。 

 第３条第２項中「除く」の次に「。次項及び第４項において同じ」を加え、「並び

に被保険者均等割額」を「、被保険者均等割額」に、「６１０，０００円を超える場

合においては、基礎課税額は、６１０，０００円」を「法第７０３条の４第１１項に

規定する額を超える場合においては、その額」に改め、同条第３項中「（前条第２項

の世帯主を除く。）」を削り、「並びに被保険者均等割額」を「、被保険者均等割額

」に、「１９０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、

１９０，０００円」を「法第７０３条の４第１９項に規定する額を超える場合におい

ては、その額」に改め、同条第４項中「（前条第２項の世帯主を除く。）」を削り、

「並びに被保険者均等割額」を「、被保険者均等割額」に、「１６０，０００円を超

える場合においては、介護納付金課税額は、１６０，０００円」を「法第７０３条の

４第２７項に規定する額を超える場合においては、その額」に改める。 

 第４条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条第１項中「１００

分の５．００」を「１００分の５．５０」に改める。 

 第５条及び第６条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加える。 

 第７条中「１００分の１．７０」を「１００分の１．９０」に改める。 

 第１０条の見出し中「介護納付金課税被保険者」の次に「につき算定した介護納付

金課税額」を加え、同条中「１００分の１．４２」を「１００分の１．６０」に改め

る。 

 第１１条及び第１２条の見出し中「介護納付金課税被保険者」の次に「につき算定

した介護納付金課税額」を加える。 

 第１４条中「第１７条、第２１条及び第２２条の規定によって特別徴収の方法によ
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る場合を除くほか」を「法第７０６条第２項及び第３項、第７１８条の７並びに第７

１８条の８に規定する特別徴収の方法によって徴収する場合を除き」に改める。 

 第１７条から第２２条までを次のように改める。 

第１７条から第２２条まで 削除 

 第２３条第１項中「特別徴収対象被保険者」を「法第７０６条第２項に規定する特

別徴収対象被保険者（次項において同じ。）」に改め、同条第２項中「年金保険者」

を「法第７１８条の２に規定する年金保険者」に改める。 

 第２４条中「基礎課税額から」の次に「それぞれ当該各号の」を加え、「６１０，

０００円を超える場合には、６１０，０００円」を「法第７０３条の４第１１項に規

定する額を超える場合においては、その額」に、「後期高齢者支援金課税額から」を

「後期高齢者支援金等課税額からそれぞれ当該各号の」に、「１９０，０００円を超

える場合には、１９０，０００円」を「法第７０３条の４第１９項に規定する額を超

える場合においては、その額」に改め、「介護納付金課税額から」の次に「それぞれ

当該各号の」を加え、「１６０，０００円を超える場合には、１６０，０００円」を 

「法第７０３条の４第２７項に規定する額を超える場合においては、その額」に改め、 

同条第１号中「３３０，０００円を超えない」を「地方税法施行令（昭和２５年政令

第２４５号。以下「政令」という。）第５６条の８９第２項第２号イに規定する」に

改め、同条第２号中「３３０，０００円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き２８０，０００円を加算した金額を超えない」を「政令第５６条の８９第２項第２

号ロに規定する」に改め、同条第３号中「３３０，０００円に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき５１０，０００円を加算した金額を超えない」を「政令第５６

条の８９第２項第２号ハに規定する」に改める。 

 附則第１項を附則第１条とし、附則第２項を附則第２条とし、附則第３項から附則

第１４項までを削る。 

附則第１５項中「第４条、第７条、第１０条及び第２４条」を「第４条及び第２４

条」に改め、同項を附則第３条とする。 

附則第１６項中「第４条、第７条、第１０条及び第２４条」を「第４条及び第２４
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条」に改め、同項を附則第４条とし、同条の次に次の３条を加える。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第５条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３

条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場合における第４条及び第２４条の規定の適用に

ついては、第４条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額か

ら法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条

約適用利子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定

する条約適用利子等の額」と、第２４条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

第６条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等

に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第４条及び第２４条の

規定の適用については、第４条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と
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あるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額

」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の額」と、第２４条中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に

規定する条約適用配当等の額」とする。 

（平成２２年度以降の国民健康保険税の減免の特例） 

第７条 平成２２年度以降における第２６条の規定による国民健康保険税の一部の免

除については、当分の間、同条第１項中「満たす者（被保険者の資格を取得した日

の属する月以後２年を経過する月までの間にある者に限る。）」とあるのは「満た

す者」と、同条第２項中「なった場合は、当該他の市区町村において被保険者とな

った日の属する月から２年を経過する月までの間に限り、」とあるのは「なった場

合は、」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の海老名市国民健康保険税賦課徴収条例の規定は、令和２

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 
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議案第１１号 

   海老名市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料

水の確保に関する条例の一部改正について 

 海老名市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に

関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

水道法施行規則の一部改正に伴い、水槽施設の管理基準等を変更したいため
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   海老名市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料

水の確保に関する条例の一部を改正する条例 

 海老名市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に

関する条例（平成２４年条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

 題名及び本則中「小規模受水槽水道」を「小規模貯水槽水道」に改める。 

 第２条第３号中「（以下「受水槽」という。）」を削る。 

 第１４条第１項第１号中「受水槽」を「水槽」に、「１年以内ごとに１回、定期」

を「毎年１回以上定期」に改め、同項第２号中「受水槽」を「水槽」に改め、同条第

２項中「の受水槽」を「の水槽」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１２号 

海老名市市営住宅条例の一部改正について 

 海老名市市営住宅条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 単身高齢者の増加等を踏まえた保証人制度及び敷金、入居者の費用負担等を見直し

たいため 
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   海老名市市営住宅条例の一部を改正する条例        

 海老名市市営住宅条例（平成９年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第５号中「第３条第３項若しくは第４項」を「第３条第４項若しくは第５項 

」に改め、「住宅街区整備事業」の次に「、密集市街地における防災街区の整備の促

進に関する法律（平成９年法律第４９号）に基づく防災街区整備事業」を加える。 

 第１１条第１項第１号中「入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適

当と認める保証人の連署する」を削り、同条第３項を削り、同条中第４項を第３項と

し、第５項を第４項とし、第６項を第５項とし、同条第７項中「第４項」を「第３項 

」に改め、同項を同条第６項とする。 

 第１７条第１項中「第１１条第５項」を「第１１条第４項」に改める。 

 第１９条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「未納の家賃」を「賃貸借に基づ

いて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないとき

は、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入

居者は、市長に対し敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする

債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。 

 第２１条第１項中「構造上重要な部分の修繕にかかる費用（畳の表替え、破損ガラ

スの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部

分の修繕に要する費用を除く。）は」を「修繕に係る費用は、市長が市営住宅の修繕

に要する費用を入居者が負担するものとして規則で定めるものを除いて」に改め、同

条第３項中「第１項に掲げる」を「市営住宅及び共同施設の」に、「同項」を「第１

項」に改める。 

 第２２条第３号中「又はエレベーター」を「、エレベーター」に改め、同項第４号

を削る。 
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 第４３条第３項中「年５分の割合」を「民法（明治２９年法律第８９号）第４０４

条第１項に規定する法定利率」に改める。 

 第４７条中「第１１条第５項」を「第１１条第４項」に改める。 

 第６４条第３項中「第１９条第３項及び第４項」を「第１９条第４項及び第５項」

に、「第１９条第３項中」を「第１９条第４項中」に、「住宅」を「市営住宅」に改

め、「、「家賃」とあるのは「使用料」と」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する改正前の第１１条第１項第１号の規定により提出

した請書に係る保証人については、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の第４３条第３項に規定する利率については、施行の日以

後に到来する支払期に係る利息に適用し、施行の日前に到来した支払期に係る利息

については、なお従前の例による。 
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議案第１３号 

   海老名市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部改正について 

 海老名市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り定める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優  

提案理由 

 自転車通行帯の設置に関する基準及び自転車道の設置の要件について定めたいため 
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   海老名市道路の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例 

 海老名市道路の構造の技術的基準を定める条例（平成２５年条例第１５号）の一部

を次のように改正する。 

 目次中「第１７条」を「第１７条の２」に改める。 

 第２条第２４号中「車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加え、同号を同

項第２５号とし、同項中第１５号から第２３号までを１号ずつ繰り下げ、第１４号の

次に次の１号を加える。 

 (15) 自転車通行帯 自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の

車道の部分をいう。 

 第５条第１項中「停車帯」の次に「、自転車通行帯」を加え、同条第５項中「道路

の車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

 第７条中「その幅員」を「副道（自転車通行帯を除く。）の幅員」に改める。 

 第１１条第１項中「歩行者の交通量が多い道路」を「歩行者の交通量が多い道路で、

設計速度が１時間につき６０キロメートル以上であるもの」に改める。 

 第１２条第１項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加える。 

 第１３条第１項中「除く。）」の次に「又は自転車道若しくは自転車通行帯を設け

る道路」を加える。 

 第２章中第１７条の次に次の１条を加える。 

（自転車通行帯） 

第１７条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い道路（自転車道を設ける道路を除く。 

）には、車道の左端寄り（停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項に

おいて同じ。）に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路（自転車道

を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保
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するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自

転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとする。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１メートルまで縮小

することができる。 

４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものと

する。 

 第４０条中「第１６条、第１７条」を「第１６条から第１７条の２まで」に改める。 

 第４１条中「第１７条第１項」の次に「、第１７条の２第１項及び第２項」を加え

る。 

 第４２条第１項中「第１７条第２項及び第３項」の次に「、第１７条の２第３項」

を加え、「第２７条及び第２８条第３項」を「第２７条並びに第２８条第３項」に改

め、同条第２項中「第１７条第２項及び第３項」の次に「、第１７条の２第３項」を

加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１４号 

   海老名市副市長の選任につき同意を求めることについて

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６２条の規定により、下記の者を海老

名市副市長に選任したいので、議会の同意を求める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優 

記

住  所 海老名市中新田二丁目１４番２８号

氏  名 秦  恭 一

生年月日 昭和３３年１０月２０日

提案理由 

 現副市長秦恭一氏の任期満了（令和２年３月３１日）に伴い、再選任したいため 
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（参 考） 

秦  恭 一 略歴 

年月 学歴・職歴

昭和57年３月 早稲田大学政治経済学部政治学科卒業 

昭和57年４月 海老名市に奉職

平成20年４月から 

平成21年３月まで 
政策事業推進課長 

平成21年４月から 

平成22年３月まで
保険年金課長

平成22年４月から 

平成23年４月まで
保健福祉部参事兼保険年金課長

平成23年５月から 

平成24年３月まで
保健福祉部次長

平成24年４月から 

平成26年３月まで
財務部次長

平成26年４月から 

平成27年３月まで
監査委員事務局長

平成27年４月から 

平成28年３月まで
財務部長

平成28年３月 海老名市を退職

平成28年４月から 

現在まで 
海老名市副市長
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議案第１５号 

   海老名市監査委員の選任につき同意を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定により、下記の者

を海老名市監査委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

  令和２年２月２６日提出 

海老名市長  内 野  優 

記

住  所 海老名市河原口三丁目２７番１１号

氏  名 雨 宮 德 明

生年月日 昭和２３年１月９日

提案理由 

 現委員雨宮德明氏の任期満了（令和２年３月３１日）に伴い、再選任したいため 
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（参 考） 

雨 宮 德 明 略歴 

年月 学歴・職歴 

昭和45年３月 明治大学商学部商学科卒業 

昭和47年２月から 

昭和51年11月まで 
斉藤隆寿税理士事務所 

昭和51年12月から 

現在まで 
雨宮德明税理士事務所 

平成２年４月から 

平成３年３月まで 
海老名市立有鹿小学校ＰＴＡ会長 

平成９年12月から 

平成16年11月まで 
海老名市民生委員児童委員 

平成18年12月から 

平成20年３月まで 
海老名市固定資産評価審査委員会委員 

平成20年４月から 

現在まで 

海老名市監査委員 

（平成30年12月３日から代表監査委員） 
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令和元年度海老名市一般会計等補正予算（別冊） 

議案第１６号 令和元年度海老名市一般会計補正予算（第７号） 

議案第１７号 令和元年度海老名市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第１８号 令和元年度海老名市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

令和２年度海老名市一般会計等予算（別冊） 

議案第１９号 令和２年度海老名市一般会計予算 

議案第２０号 令和２年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第２１号 令和２年度海老名市介護保険事業特別会計予算 

議案第２２号 令和２年度海老名市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第２３号 令和２年度海老名市公共下水道事業会計予算 
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令和２年第１回海老名市議会定例会会期日程（案） 

会期３１日間 

月 日 曜日 種 別 内      容 開 議 時 刻 

２月２６日 水 本会議 開会、諸報告、議案審議、委員会付託 午前９時３０分

３月３日 火 
本会議 

委員会 

議案審議、委員会付託 

予算決算常任委員会 
午前９時 

３月６日 金 委員会 
総務常任委員会 

予算決算常任委員会総務分科会 
同 

３月９日 月 委員会 
文教社会常任委員会 

予算決算常任委員会文教社会分科会 
同 

３月１０日 火 委員会 
経済建設常任委員会 

予算決算常任委員会経済建設分科会 
同 

３月１２日 木 本会議 市政に関する一般質問 同 

３月１３日 金 本会議 市政に関する一般質問 同 

３月１７日 火 委員会 予算決算常任委員会総務分科会 同 

３月１８日 水 委員会 予算決算常任委員会文教社会分科会 同 

３月２３日 月 委員会 予算決算常任委員会経済建設分科会 同 

３月２５日 水 委員会 予算決算常任委員会 同 

３月２７日 金 本会議 委員会報告、議案審議、閉会 午前９時３０分


